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花里
はな ざ と

俊介
しゅんすけ

さん

無邪気さと堅実を武器に、
少年の心を絶えず忘れない
大きな人間、つまり大人に
なりたいと思います。

山岸
やま ぎ し

修平
しゅうへい

さん

成人としての自覚をしっか
りと持ち、自分らしく、感謝
の気持ちと思いやりの心を忘
れずに生きていきたいです。

細井
ほ そ い

祐美
ゆ み

さん

成人になりましたが、素直な心や
夢を忘れずに、これからも白岡町で
成長していきたいです。出会った全
ての人たちに感謝しています。

石川
いし か わ

正大
まさ ひ ろ

さん

成人になったことを意識
し、自分らしさを忘れず、
責任感を持って行動してい
きたいと思います。

渡辺
わた な べ

千恵子
ち え こ

さん

成人式を迎えることができ、
うれしさと感謝の気持ちでい
っぱいです。いつまでも思い
やりを忘れないでいたいです。

上野
う え の

久美子
く み こ

さん

今までお世話になったかたがたへ
の感謝の気持ちを忘れずに、大人と
しての自覚を持って、これからも自
分らしく生きていきたいです。

須藤
す と う

幸代
さ ち よ

さん

今日は久々にみんなに会えてうれ
しかったです。これからは、大人と
しての自覚を持ち、一歩ずつ成長し
ていけたら良いと思います。

伊藤
い と う

加織
か お り

さん

今までお世話になったかたがたへ
の感謝を忘れず、今日という日を機
に、成人という誇りを持ってこれか
らも頑張っていきたいと思います。

片岡
かた お か

恭兵
きょうへい

さん

成人になり、これからのこと
に責任感を持ち、また、自覚を
持って後悔のないように取り組
んでいきたいと思います。

大人になった笑顔で再会大人になった笑顔で再会
597名が大人の仲間入り

白岡町成人式

希望を胸に

１月12日、南中学校体育館において、
第50回白岡町成人式が行われました。
この日、大人の仲間入りをされたかた

は597名。懐かしい友達とも再会し、笑顔
あふれる成人式となりました。

恩師からもお祝いの言葉が

式典の実行委員を務めたかたに、
新成人としての抱負を
うかがいました。

▲
司会も務めました。

�町長、教育
委員長への
お礼の言葉

記念品の授与
▼



②犬を放し飼いにする
犬の放し飼いは禁止されています。
犬は必ず綱や鎖
などでつなぐ
か、柵やおりな
どの囲いの中で
飼いましょう。

③犬が無駄吠えをする
吠えたらしかるのではなく、吠えてしま
う原因を取り除くことから始めましょう。
犬の一日の行動を観察し、何に反応してい
るのか見つけることがたいせつです。
また、適度に散歩していないと、無駄吠
えの原因になることもあるようです。

廃棄物の不法投棄を行った場合、「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律」に基づき、５年以下の懲役又は１千万円以下の罰
金（法人については、１億円以下の罰金）に処されます。
町では、悪質な不法投棄事件に対しては、警察と協力して調
査を行っています。

廃棄物の不法投棄は、雑草が繁茂している荒れ地に多く見受
けられます。土地所有者のかたは、不法投棄の防止対策として
空き地等の適正な管理をお願いします。

廃棄物の不法投棄の防止には、何よりも住民の皆さんの監視
の目が必要です。このような行為を目撃した場合は、迷わず生
活環境課に通報してください。

野外焼却（野焼き）に対する苦情が多数寄せられています。
その苦情の多くは「臭い」「洗濯物が汚れる」といった内容の
ものです。
廃棄物の野外焼却は、周りの皆さんに
迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン
類の発生の原因となることから、法律な
どで原則禁止されています。家庭での安
易な焼却は行わず、燃えるごみとして指
定の収集日に出してください。

最近、稲ワラなどの焼却による苦情が多く寄せられています。
農業を営む上でのやむを得ない焼却であっても、住宅密集地で
の焼却や、一度に多量の焼却はやめましょう。
問合せ先 生活環境課環境衛生係　内線１５４

近頃、何らかの利益を得るなどという目的で、当
事者が全く知らない間に、虚偽の婚姻や養子縁組の届出が行わ
れるという事件が発生しています。
そこで・・・
白岡町では、平成15年４月から戸籍届書を持参した届出人の
かたに、本人確認のご協力をお願いしてきたところです。
さらに・・・
今年３月から、本人確認できなかった届出人の全てのかたに
対して「届出が受理された旨のお知らせ」をします。
なお、この通知は、届出日以降に住所変更した場合や、氏が
変更になった場合であっても、変更前の住所や氏名宛でお送り

しますのでご了承ください。
白岡町で対象とする届出は・・・
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、分籍届、
戸籍法77条の２の届（離婚の際に称していた氏を称する届）、
認知届です。
本人確認の方法は・・・
届出を持参された全ての届出人のかたに、運転免許証、パス
ポート、官公署が発行した顔写真付きの証明書で確認します。
全国の市区町村でも実施します・・・
この本人確認制度は、平成15年度中に、全国の市区町村で実
施されます。
ただし、対象となる届出については、婚姻届、離婚届、養子
縁組届、養子離縁届のみ実施する市区町村もありますので、ご
了承ください。
問合せ先 住民課戸籍係　内線１３２・１３３
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人とペットが
幸せに暮らすために

求められる正しい「しつけ」と飼い主の「マナー」
あなたにとってはペットのかわいいいたずらと感じられることでも、相手によっては迷
惑に感じることがあります。
ペットも社会の一員です。他人に迷惑をかけることのないよう、ペットへの正しい「し
つけ」と飼い主としての「マナー」を守ってください。
問合せ先 生活環境課環境衛生係　内線１５４

ペットを飼う前に
ペットを飼う人が増えていま
すが、その一方で心ない飼い主
に捨てられる不幸なペットも増
えています。ペットを飼う前に、
次のことを家族で話し合いまし
ょう。
１.隣近所に迷惑をかけずに飼う
ことができますか。

２.ペットの寿命のことを考え、
一生飼育をする心構えはでき
ていますか。

３.毎日の食費及び病気をしたと
きの治療費、また必要に応じ
て不妊・去勢手術などの費用
を負担できますか。

４.家族全員が賛成していますか。

①犬のフンの後始末をしない

こんな苦情が寄せられています
町には、１年をとおしてペットに対する苦情が寄せられます。
①～③は、町に寄せられる苦情の中でも特に多いものです。

不法投棄は
犯罪です！

■私有地の適正な管理を！

廃棄物の野外焼却は禁止されています

■情報の提供をお願いします

婚姻届などを提出する際の
本人確認にご協力ください

農家のかたへお願い

フンの後始末は飼い主が責任
を持って行うものです。散歩に
出かけるときは、必ず次のもの
を持って出かけましょう。
・フンを拾うスコップ
・フンを入れる袋
・フンをする前にその場所に置くチラシなどの不用な紙

人とペットが
幸せに暮らすために

婚姻届�


